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序. 都市計画マスタ－プランの策定にあたって

1.都市計画マスタープランとは 
  町の施策の基本方針となるものに、総合計画があります。蒲原の魅力を伸ばし、さまざまな課題を解

決するために、町としてできることを｢施策｣として整理したものです。これはアンケートなどを通して

皆さんからのご意見をうかがいながら、役場で話し合った計画をまとめたものです。 

  その施策の中の一つに都市計画マスタープランがあります。皆さんの暮らしを支える都市(まち)づく

りのために、必要となる基本的な仕組みであり、土地の利用方法や建物の建て方のルール、道路や公園

の整備などは、この都市計画によって決められます。 

  そして、『都市計画マスタープラン』とは、各市町村が独自に作成する「都市計画に関する基本的な方

針」のことをいいます。町の誰もが安心して暮らし続けていくために必要な、町の将来の姿を描く重要

な計画指針です。 

  この『都市計画マスタープラン』は、町とそこに住む人たちが協働してつくる、まちづくりの基本構

想です。町全体から計画を決めるだけではなく、むしろそこに住む人たちの意思や地域の歴史や個性を

重視しながら、やわらかな視点に立って創っていきます。 

 

2.都市計画マスタープランの役割 

  1）実現すべき具体的な都市の将来像を示す 

   住民と行政との協働により、町の都市レベル及び地域レベルの「将来の都市像」「まちづくりの方針」

等を検討し、都市や地域が目指すべき将来像を示します。 

 

  2）個別の都市計画に関し、地域住民の理解を求める根拠となる 

    住民の意向を反映した、都市や地域づくりの目指すべきまちづくりの将来像を示すことにより、  

住民の都市計画に対する理解を深め、各種都市計画事業や規制、誘導への協力や参加を容易にしま

す。 

  

  3）個別の都市計画相互の調整を図る  

    土地利用、都市施設、都市環境などの個別の都市計画は、将来像に基づいて相互に整合のある計

画を推進します。個別の都市計画相互の調整は、都市計画マスタープランの下に行なわれます。 

 

  4）個別の都市計画の決定・変更の指針となる 

    都市計画マスタープラン自体は、拘束力はありませんが、拘束力のある個別の都市計画の指針と

なることから、都市計画マスタ－プランに示す誘導指針としての役割を担います。 
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3.都市計画マスタープランの位置づけ 

  蒲原町の都市計画マスタープランは、町の建設に関する基本的な計画である「蒲原町総合計画の基本

構想」と「国土利用計画 蒲原町計画」及び県が定める「都市計画区域マスタープラン」に即しながら、 

町の都市計画の方針を定めます。 

 

■都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4.都市計画マスタープランの目標年次 

  蒲原町の都市計画マスタープランは、平成 17 年度を初年度とし、以下に示す目標年次を設定します。 

 なお、目標年次が上位・関連計画を超えるため、目標年次に至る中間時点で将来像実現の目安となる中

間年次を設定します。 

  また、都市計画マスタープランは、社会・経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを行

ないます。 

 

①初年度                             平成 17 年 

②全体構想及び地域別構想→長期・20 年程度            平成 36 年 

             中間年（おおむね 10 年）を設定     平成 26 年 

 

 

国土利用
計画（蒲原
町計画） 

（都市計画法） 

都市計画区域マス
タープラン 
（整備、開発及び保
全の方針） 

物的整備
計画の長
期広域計

画（県） 

 

都市計画マスタープラン 

個別の都市計画 

（地域地区、都市施設 他） 

物的整備
計画の長
期広域計
画（市町
村） 

 

物的整備
計画の個
別計画（市
町村） 

蒲原町 
総合計画 

 

（地方自治法） （国土利用計画法） 

町土地利用
計画に関す
る最上位計

画（要議決）

町行政の最
上位計画 
（要議決） 
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5.都市計画マスタ－プランの策定体制 

 1）策定体制 

  ■都市計画マスタープランの策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）各組織の役割 

組 織 名 構成メンバー 役 割 
策定委員会 関係課・局・室長同等職以上 「原案」の検討・作成 
庁内検討スタッフ会議 関係各課の職員 「素案」の検討・作成 

地域住民との協働作業の実施 
庁内策定 
組織 コアスタッフ会議 スタッフとして関わりたい

と意思表示した職員 
マスタープラン策定の進め方
や「素案」の検討、町まちづく
り関連団体とのヒアリング、地
域住民との協働作業の実施 

全体構想連絡会 地域別検討会参加者 全体構想の検討 
地域別検討会 東・中・西部地域の公募、推

薦による参加者 
地域の課題抽出や地域のまち
づくり方針の検討 

町民参加 
組織 田園居住区（本町ワー

クショップ） 
本町区の公募、推薦による参
加者 

本町地区の課題抽出や地域の
まちづくり方針等の検討 
（本町区に限定したまちづく
りワークショップを実施） 

審議会 蒲原町都市計画審議会 町都市計画審議会委員 原案に対する提言 
蒲原町まちづくり関連
団体ヒアリング 

主に、町まちづくり関連団体
の長 

町の課題と将来の方向性につ
いての意向 町民の意向

反映 町民アンケート 15 歳以上 の町 内 在 住 者
（1,500 人無作為抽出） 

町の問題点・課題、将来像や整
備事業などの意向 

 

 

町議会 町 長 町都市計画審議会

＜庁内策定組織＞ 

策定委員会 

庁内検討スタッフ会議 

コアスタッフ会議 

事務局 

原案の検
討・作成 

素案の検

討・作成 

進め方・素

案の検討 

報告 原案提示 
・提言 

（協働）

提案･ 
素案提示 

＜町民参加組織＞ 

全体構想連絡会 

地域別検討会 
（東部・中部・西部地域）

田園居住区（本町区） 
ワークショップ 

＜町民意向の反映＞ 

蒲原町まちづくり関連団
体ヒアリング 

町民アンケート 
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6.計画策定フロー 

Ⅰ章 現況と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会経済の変化と新たな潮流 
●少子高齢社会 

●資源循環型社会 

●価値観が多様化する社会 

●地方分権と住民参加型社会 

●質的向上社会 

●安全・安心社会 

 

■蒲原町の現況 
●蒲原町の位置、概要 

 〇位置 

〇沿革 

●自然的条件 

 〇気象 

 〇地形、水系 

●社会的条件 

 〇人口、世帯 

 〇産業 

 〇文化財等 

 〇土地利用の現況 

 〇道路・交通 

 〇主な都市施設 

 

◆現況と将来予測 ◆都市整備上の課題 

●市街地の生活・産業活動等を支える

ための幹線道路や生活道路の整備 

●交流人口の増加を目指した都市機能

の充実 

●多様なニーズに対応した市街地の整

備 

●市街地内農地の宅地転換や住環境の

整備 

●線引きの実施と用途地域の指定 

●都市の防災機能の向上 

●少子・高齢化の進展への対応 

●ユニバーサルデザインのまちづくり

の推進 

●表情豊かな都市景観の形成 

●自然環境の保全と自然を活かした都

市環境の整備 

●効果的な公共投資とストックの有効

活用 

●環境負荷の小さな都市の構築 

●住民や事業者等と共に支えていく都

市づくりの推進 

■将来人口の想定 
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Ⅱ章 全体構想                     Ⅲ章 地域別構想  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市整備の基本理念 

●活力にみちた交流の盛

んなまちづくり 

●誰もが安全・安心に過

ごせるまちづくり 

●地域資源を活かした個

性あるまちづくり 

●環境負荷の少ない自然

豊かなまちづくり 

●住民・事業者・行政等

の協働によるまちづく

り 

●都市の活力を創造する

空間づくり 

●多様な人が交流する空

間づくり 

●安全で安心な生活空間

づくり 

●誰もが安全、快適に移

動できる空間づくり 

●便利に暮らせるコミュ

ニティ空間づくり 

●多様な住空間づくり 

●個性的で魅力ある空間

づくり 

●自然と調和した空間づ

くり 

●住民参加のまちづくり 

 

■都市整備の基本構想 

■都市整備の方針 

1.土地利用計画 

2.道路・交通計画 

3.住環境整備計画 

4.水と緑の整備計画 

6.都市景観形成計画 

8.福祉のまちづくり

計画 

5.環境との共生計画 

7.都市防災整備計画 

■将来都市構想 

●土地利用ゾーン 

●機能集積エリア 

●拠点地区 

●軸の形成 

■地域区分とまちづくり 
の将来像 

1.東部地域 

「富士山・富士川・駿河

湾をのぞみ、心豊かに

ふれあえるまち」 

2.中部地域 

「東海道の歴史と山・

川・海の自然を大切に

するまち」 

3.西部地域 

「安心して住み続けら

れる快適な居住環境

づくりと、多様な交流

が展開されるまち」 

 

1.地域の現況と課題

2.地域の特性と課題

3.まちづくりの目標

4.まちづくりの基本

構想 

■構成 
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Ⅳ章 重点検討地区整備構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅴ章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点検討地区 

1.東部地域 

 ●御園駐在所跡地 

  ･･･「みその公園（仮称）」構想 

2.中部地域 

 ●御殿山及び蒲原城跡 

  ･･･「御殿山、蒲原城跡周遊ハイキング

コース」構想 

3.西部地域 

 ●山手線及び周辺の歴史資源 

  ･･･山手線の「危険箇所の安全対策」と

   「ウォーキングマップ」づくり 

 ●神沢川東側材木置場跡 

  ･･･「（仮称）夢づくり公園」検討 

●JR 蒲原駅周辺の空き店舗、空き地 

 ･･･「（仮称）西部交流サロン／西部交

流広場」提案 

■まちづくりの実現に向けて 

●まちづくりの基本的な進め方 

●住民参加のまちづくり 

●まちづくり推進体制の充実 


